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動物診療施設
試験研究機関（医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る）

　感染性廃棄物によっては、「医療法」、「感染症法」、「薬事法」、「家畜伝染病予防法」、「臓
器移植法」等の適用を受けることがあるので注意してください。

参考
法第２条第３項→令第１条第８号→令別表第１の４の項→則第１条第５項
法第２条第５項→令第２条の４第４号→令別表第２
衛環第７１号（平成１０年７月３０日）
環廃産発第０４０３１６００１号（平成１６年３月１６日）
環廃対発第０８０４３０００１号・環廃産発第０８０４３０００１号（平成２０年４月３０日）
環廃産発第１２０５１０００１号（平成２４年５月１０日）
環廃対発第１４１０２９７号・環廃産発第１４１０２９２号（平成２６年１０月２９日）

資 料 3-1　感染性廃棄物の判断フロー
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【ＳＴＥＰ１】（形状）
廃棄物が以下のいずれかに該当する。

）。ういと」等液血「下以（）。む含を液精（液体び及漿血、清血、液血　 ①
②　病理廃棄物（臓器、組織、皮膚等）
③　病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの

）。む含を等ずくスラガたし損破（のもな利鋭るいてし着付が等液血　 ④

【ＳＴＥＰ２】（排出場所）
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において
治療、検査等に使用された後、排出されたもの

【ＳＴＥＰ３】（感染症の種類）
定指、症染感等ザンエルフンイ型新、症染感類三・類二・類一の法症染感　 ①

感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
　 ② 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出され
た医療器材等（ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限
る。）
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「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」（平成２４年５月）
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1   廃棄物の下取り行為とは何ですか？
2   化学薬品の販売にあたり、ユーザーが使用した後の廃液（自社販売品の使用後物に
限ります）を回収することとした上で、化学薬品の代金にその廃液の処理費用相当
額を加えたものを販売価格とする売買契約を締結しているのですが、この場合、廃
液の事業者にはユーザーが該当しますか？

1   「①新しい製品を販売する際」に「②商慣習」として「③同種の製品で使用済みの
もの」を「④無償」で引き取り、収集運搬することをいいます。したがって、次の
場合は下取り行為になりません。
新しい製品が販売されることなく、使用済みの製品が回収される場合（使用済み
製品が回収されるのと同時でない場合でも、新しい製品が販売されるのであれば、
この場合に含みません）
商慣習の実態を認められるほど使用済み製品の歴史がない、又は双方の合意がな
いまま新しい製品の購入者が販売者に使用済み製品を強制回収させている場合
数量・性状・機能等において、新しい製品と使用済み製品が明らかに異なる場合
（使用済み製品の購入先でない販売者から新しい製品を購入する場合でも、他社
の製品どうしを対象とする場合でも、数量・性状・機能等において、新しい製品
と使用済み製品がおおむね同じであれば、この場合に含みません）
新しい製品の販売者が使用済み製品を回収するための金銭を受領する場合（反対
に金銭を支払って回収する場合が考えられますが、この場合、使用済み製品は有
価物に該当することから、そもそも法の適用を受けません）

下「、下以（者るす収回を品製み済用使てし売販を品製いし新、ていおに為行り取下　
取り行為者」といいます）は産業廃棄物収集運搬業（又は特別管理産業廃棄物収集
運搬業）の許可を要しないこととされていることから、使用済み製品の事業者には
下取り行為者が該当します（下取り行為者が使用済み製品を回収することは「自ら
運搬」になります）。
　一方、下取り行為者が使用済み製品を運送業者等といった第三者に回収させる場
合、第三者は産業廃棄物収集運搬業（又は特別管理産業廃棄物収集運搬業）の許可
を受けている必要があります（下取り行為者に対しては、産業廃棄物処理委託基準
又は特別管理産業廃棄物処理委託基準等が適用されます）（ 資 料 4-2）。
　以上の考え方は、タイヤ交換に伴って生じた廃タイヤを自動車整備工場側の者が
引き取る場合やオイル交換に伴って生じた廃油をガソリンスタンド側の者が引き取

42 下取り行為等

　「産業廃棄物処理業者に処理委託している事業者の処理責任の一環として、定期的に
現地確認（受託した産業廃棄物処理業者の事業の用に供する施設を実地に確認すること）
を行わなければならない」という話をよく聞きます。これを行わないと、何か違反にな
るのでしょうか？

　法令で現地確認が明確に規定されているわけではありませんが、一方で産業廃棄物に
ついて「①処理の状況に関する確認」を行い、「②発生から最終処分が終了するまでの
一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置」を講ずるように努
めなければならないこと（以下、「注意義務」といいます）が規定されており、現地確
認は、これに含まれるものと考えられています。また、その他の注意義務としては、次
の方法等が考えられます。
技術的能力や経理的基礎が不十分な産業廃棄物処理業者に処理委託しないこと
複数の産業廃棄物処理業者に見積もりを取ること（適正な対価を把握するための措
置）
適正処理に必要な処理料金を負担すること
最終処分場の残余容量を把握すること（不適正処理を行うおそれのある産業廃棄物
処理業者でないかを把握するための措置）
中間処理業者と最終処分業者の産業廃棄物処理委託契約書を確認すること（不適正
処理を行うおそれのある産業廃棄物処理業者でないかを把握するための措置）
処理の実績を確認すること（不適正処理を行うおそれのある産業廃棄物処理業者で
ないかを把握するための措置）
優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定等を受けた産業廃棄物処理業者により
処理状況や産業廃棄物処理施設の維持管理状況に関する情報が公表されている場合
は、これにより産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認するこ
と（不適正処理を行うおそれのある産業廃棄物処理業者でないかを把握するための
措置）
改善命令等を受けている場合は、その履行状況を確認すること（不適正処理を行う
おそれのある産業廃棄物処理業者でないかを把握するための措置）
不適正処理が行われていることを確知した場合は、処理委託を中止すること

　これらは必ずしも全てを講じることが求められているわけでありませんが、相当の長
期間にわたって定期的に産業廃棄物を処理委託している事業者や多量の産業廃棄物を処
理委託している事業者は、合理的な理由がない限り、それらについて、個別の状況に応

67 現地確認の根拠
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照会頻度を★印の数で表示。
注目度や重要度がわかる！

図や根拠（法令・通知・判例等）を
示しながら簡潔に解説！
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